
公益財団法人広島原爆障害対策協議会 

研究費の不正使用の防止等に関する規程 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人広島原爆障害対策協議会（以下「協議会」という。）にお

ける研究費の不正使用の防止及び不正使用があった場合の措置に関して必要な事項を定め

ることにより、その適正な運営及び管理を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「職員等」とは、協議会の職員（嘱託職員、臨時職員、再雇用職

員を含む。）並びにその他協議会の施設若しくは設備を利用して研究活動及び研究支援を行

うすべての者をいう。 

２ この規程において、「研究」とは、次の各号に定める研究（以下「外部資金研究」という｡）

をいう。 

 ⑴ 文部科学省（独立行政法人日本学術振興会を含む｡）の競争的資金等にて行う研究 

 ⑵ 厚生労働省厚生労働科学研究費補助金及び同省の他の研究資金にて行う研究 

 ⑶ 国内外の中央省庁、地方公共団体の機関、その他公的機関又は民間団体が助成する 

研究 

３ この規程において「研究費」とは、外部資金研究に係る研究費をいう。 

４ この規程において「不正使用」とは、研究費を本来の用途以外の用途に使用すること、

虚偽の請求により研究費を使用すること、その他法令等に違反して研究費を使用すること

をいう。 

５ この規程において「コンプライアンス教育」とは、不正使用を事前に防止するために、

協議会が職員等に対して、自身が取扱う研究費の使用のルールやそれに伴う責任、どのよ

うな行為が不正使用に当たるかなどを理解させるために実施する教育をいう。 

６ この規程において「配分機関」とは、外部資金研究に要する経費を交付する機関をいう。 

７ この規程において「取引業者」とは、研究に係る工事請負又は購買等契約に関する取引

を行う業者をいう。 

８ この規程において「取引」とは、入札契約・随意契約にかかわらず、引合先として業者

を選定し、当該業者と研究に係る工事請負又は購買等の契約を行うことをいう。 

 

 

第２章 運営及び管理の体制 

 



（最高管理責任者） 

第３条 協議会に、研究費の運営及び管理並びに不正使用の防止等に関し最終責任を負う者

として最高管理責任者を置き、会長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者は、協議会における不正使用を防止するための対策の基本方針として、

研究費不正使用防止計画（以下「不正使用防止計画」という。）を策定及び周知するととも

に、次条第１項に規定する統括管理責任者及び第５条第１項に規定するコンプライアンス

推進責任者と連携し、研究費の適正な運営及び管理並びに不正使用の防止等に必要な措置

を講じなければならない。 

３ 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任をもって研

究費の適正な運営及び管理並びに不正使用の防止を行うことができるよう、適切にリーダ

ーシップを発揮しなければならない。 

 

（統括管理責任者） 

第４条 最高管理責任者を補佐し、協議会における研究費の運営及び管理並びに不正使用の

防止等に関し全体を統括する実質的な権限及び責任を有する者として統括管理責任者を置

き、研究を担当する業務執行理事をもって充てる。 

２ 統括管理責任者は、研究費不正使用防止計画に基づき、協議会全体における不正使用を

防止するための具体的な対策を策定・実施し、実施状況を会長に報告しなければならない。 

 

（コンプライアンス推進責任者） 

第５条 協議会に、研究費の運営及び管理並びに不正使用の防止等に関する実質的な権限及

び責任を有する者としてコンプライアンス推進責任者を置き、事務局長及び健康管理・増

進センター所長（以下「所長」という。）をもって充てる。 

２ コンプライアンス推進責任者を補佐する者として、コンプライアンス推進副責任者を置

き、事務局総務課長を充てる。 

３ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる事項を実施す

る。 

 ⑴ 協議会における不正使用を防止するための対策を実施し、実施状況を統括管理責任者

に報告すること。 

 ⑵ 職員等に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を確認し、必要に応じて改

善を指導すること。 

 ⑶ 職員等が研究費を適正に使用しているか等の状況をモニタリングし、必要に応じて改

善を指導すること。 

 

 



（職員等の責務） 

第６条 職員等は、研究費を適正に使用及び管理しなければならない。 

２ 職員等は、研究費の使用にあたって、関係法令及び配分機関が定める当該研究費執行要

領のほか、協議会の関係諸規程等の定めに従い、公正かつ適正に行うものとする。 

３ 外部資金研究に関わるすべての職員等は、不正使用を行わない旨を誓約した誓約書（様

式第１号）を最高管理責任者に提出しなければならない。 

４ 職員等は、コンプライアンス推進責任者が実施するコンプライアンス教育を受けなけれ

ばならない｡ 

 

（事務担当部署） 

第７条 外部資金研究に係る事務は、健康管理・増進センター総合受付課資料調査担当が行

う。 

２ 当該担当職員は、第６条第２項の規定に基づき、研究費の使用に係る事務を適切に行わ

なければならない。 

 

（相談窓口の設置） 

第８条 研究費の事務処理手続き及び使用に関する相談窓口を事務局総務課に設置する。 

 

第３章 不正使用の防止 

 

（不正使用防止計画の見直し） 

第９条 最高管理責任者は、第３条第２項の規定の基づき策定した不正使用防止計画につい

て、定期的に見直しを行うものとする。 

２ 最高管理責任者は、不正使用防止計画の見直しにあたり、不正使用防止計画推進委員会

の意見を聴取し、これを尊重するものとする。 

 

（不正使用防止計画推進委員会の設置） 

第１０条 最高管理責任者は、不正使用防止計画を推進するため、不正使用防止計画推進委

員会（以下「推進委員会」という。）を設置するものとする。 

２ 推進委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。 

 ⑴ 不正使用防止計画に関すること。 

 ⑵ 研究費の運営及び管理に係る実態の把握・検証に関すること。 

⑶ 不正使用発生要因に対する改善策を講じること。 

⑷ 研究費に関する適正な運営及び管理を行うための環境整備に関すること。 

⑸ その他不正使用防止計画の推進に関すること。 



３ 推進委員会は、次の者をもって構成する。 

 ⑴ 統括管理責任者 

 ⑵ コンプライアンス推進責任者 

 ⑶ コンプライアンス推進副責任者 

 ⑷ 健康管理・増進センター部長 

 ⑸ 事務局経理課長 

⑹ 健康管理・増進センター技師長 

⑺ その他最高管理責任者が必要と認めた者 

４ 推進委員会に委員長を置き、委員長は統括管理責任者をもって充てる。 

５ 推進委員会は、第２項に定める業務を遂行するため、次の各号に定める権限を有するも

のとする。 

 ⑴ 職員等に対し、関係資料の提出並びに当該研究の運営及び管理に係る事項について説

明を求めることができる。 

 ⑵ 最高管理責任者に対し、研究に係る内部監査の結果の開示を求めることができる。 

６ 推進委員会の事務は、事務局総務課が行う。 

 

第４章 不正使用の調査及び是正措置等 

 

（通報窓口） 

第１１条 不正使用に関する協議会内外からの通報（以下「通報」という。）に応じる窓口（以

下「通報窓口」という。）を事務局総務課に設置する。 

２ 通報の方法は、電話、電子メール、ＦＡＸ、書面又は面会とする。 

３ 通報は、原則として氏名を明らかにして行い、不正使用を行った職員等（以下「被通報

者」という。）の氏名及び所属並びに不正使用の態様、内容及び不正とする合理的な理由を

明示するものとする。 

４ 通報を受けた事務局総務課は、通報内容を通報連絡票（様式第２号）に記載するととも

に、通報受付台帳（様式第３号）を作成して当該事案を管理する。 

 

（通報への対応） 

第１２条 通報を受けた事務局総務課の課長は、速やかに最高管理責任者に報告するものと

する。 

２ 最高管理責任者は、前項の報告に係る事案について予備調査が必要であると認めたとき

は、関連するコンプライアンス推進責任者に予備調査を行わせることができるものとする。 

３ 予備調査を行うよう指示を受けたコンプライアンス推進責任者は、その通報の信憑性に

ついて調査するものとし、指示を受けた日から１４日以内にその結果を最高管理責任者に



報告するものとする。 

４ 最高管理責任者は、第１項及び前項の報告に基づき、通報の日から３０日以内に通報の

内容の合理性を確認の上、調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分機関に

報告するものとする。 

５ 最高管理責任者は、調査を実施することを決定したときは、第１４条に規定する調査委

員会に調査させるものとする。 

６ 最高管理責任者は、調査の必要がないと認めたときは、その理由を付して通報者に通知

するものとする。 

 

（通報者・被通報者の保護） 

第１３条 最高管理責任者は、通報内容及び通報者の秘密を守るとともに、通報のあったと

きから、第１２条第２項の予備調査を含め、通報についての調査結果（予備調査の結果を

含む。）の公表まで、通報者及び被通報者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよう、

関係者の秘密保持を徹底しなければならない。 

２ 最高管理責任者は、悪意に基づく通報を防止するため、必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 最高管理責任者は、通報者に対し、第２１条第２項ただし書きの悪意に基づく通報と認

定された場合を除き、通報したことを理由に解雇その他不利益な取扱いを行ってはならな

い。 

４ 最高管理責任者は、被通報者に対し、単に通報がなされたことのみをもって、その公的

研究費等の使用停止、解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。 

 

（調査委員会） 

第１４条 第１２条第５項に定める調査委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。 

⑴ 統括管理責任者 

 ⑵ コンプライアンス推進責任者 

 ⑶ コンプライアンス推進副責任者 

 ⑷ 健康管理・増進センター部長 

 ⑸ 事務局経理課長 

⑹ 協議会並びに通報者及び被通報者と直接利害関係を有しない会計又は法律関係の専門

知識を有する外部の者 

⑺ その他最高管理責任者が指名した者 

２ 調査委員会に委員長を置き、委員長は統括管理責任者をもって充てる。ただし、統括管

理責任者に事故あるときは、最高管理責任者が委員の中から指名する者とする。 

３ 調査委員会は、委員長が招集する。 



４ 調査委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

５ 調査委員会の決定は、出席委員の３分の２以上の意見の一致を必要とする。 

６ 調査委員会が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができ

る。 

７ 委員のうち、通報者及び被通報者と直接利害関係を有する委員は審議に加わることがで

きない。 

８ 委員会の庶務は、事務局総務課において行う。 

 

（調査） 

第１５条 最高管理責任者は、第１２条第５項の調査を命じた場合は、通報者及び被通報者

に対し、調査を行うこと並びに調査委員会委員の氏名及び所属を通知し、調査への協力を

求めるものとする。 

２ 通報者及び被通報者は、前項の通知を受けた日から１４日以内に異議申立てをすること

ができる。 

３ 最高管理責任者は、調査委員会の構成に対する異議申立てがあった場合、その内容が妥

当であると判断したときには、当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させるととも

に、その旨を通報者及び被通報者に通知する。 

４ 調査委員会は、調査の実施に際し、必要な資料等の保全を要請することができる。 

５ 調査委員会は、不正使用の有無及び不正使用の内容、関与した者及びその関与の程度、

不正使用の相当額等について調査する。 

６ 調査委員会は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象、調査方法等について必要に応

じて配分機関に報告し、又は協議しなければならない。 

 

（調査中における一時的執行停止） 

第１６条 最高管理責任者は、必要に応じて、被通報者その他の調査対象となっている者に

対し、当該事案にかかる研究費の使用停止を命じることができる。 

 

（調査委員会による認定） 

第１７条 調査委員会は、不正使用に該当するかどうかについての認定を行うものとする。 

２ 調査委員会は、不正使用が行われなかったと認定した場合であって、調査を通じて通報

が悪意に基づくものであることが判明したときは、併せてその旨の認定を行うものとする。 

３ 調査委員会は、調査の過程で不正使用の事実が一部でも確認された場合は、速やかに当

該部分が不正使用に該当する旨の認定を行うものとする。この場合において、引き続き残

りの部分の調査を行うものとする。 

４ 調査委員会は、認定に関して、次に掲げる各号の事項を明らかにするものとする。 



 ⑴ 不正使用の有無 

 ⑵ 不正使用の内容 

 ⑶ 不正使用に関与した者及びその関与の度合い 

 ⑷ 不正使用が行われた研究費 

 ⑸ 不正使用が行われた相当額 

５ 調査委員会は、認定を行うに当たっては、被通報者に書面又は口頭による弁明の機会を

与えなければならない。 

６ 調査委員会は、認定内容を基に再発防止計画を策定するものとする。 

 

（最高管理責任者への報告） 

第１８条 調査委員会は、前条の認定を行ったときは、速やかに最高管理責任者に報告しな

ければならない。 

 

（調査結果の通知及び配分機関への報告） 

第１９条 最高管理責任者は、調査委員会の調査結果を速やかに通報者及び被通報者等（被

通報者以外の者であって、不正使用に関与したと認定された者を含む。以下同じ。）に通

知するとともに、配分機関に対し、通報の受付から２１０日以内に、調査結果、不正使用

の発生要因、不正使用に関与した者が関わる他の研究費の管理・監査体制の状況、再発防

止計画等を含む最終報告書を提出しなければならない。 

２ 最高管理責任者は、調査の過程であっても、第１７条第３項による認定について報告が

あった場合は、速やかに認定した不正使用の事実等について配分機関に報告しなければな

らない。 

３ 前２項のほか、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況を報

告し、又は中間報告書を提出しなければならない。 

４ 調査に支障がある等正当な事由がある場合を除き、配分機関等から当該事案に係る資料

の提出若しくは閲覧又は現地調査の依頼があった場合には応じるものとする。 

 

（不服申立て） 

第２０条 不正使用が行われたと認定された被通報者等及び悪意に基づくものと認定された

通報者（被通報者の不服申立ての調査の段階で悪意に基づく通報と認定された者を含む。

以下同じ。）は、調査結果の通知を受けてから１４日以内に不服申立てをすることができ

る。 

２ 最高管理責任者は、前項の不服申立てについて、その内容を確認し、必要があると認め

たときは調査委員会に再調査を命じる。 



３ 最高管理責任者は、第１項の不服申立てについて、その趣旨が調査委員会の構成等その

公正性に関わるものである場合には、当該不服申立てに係る調査委員会委員を交代させる

ことができる。 

４ 調査委員会は、不正使用が行われたと認定された被通報者等からの不服申立てに基づき

再調査を開始したときは、原則として再調査を開始した日から５０日以内に、悪意に基づ

く通報と認定された通報者からの不服申立てに基づき再調査を開始したときは、原則とし

て再調査を開始した日から３０日以内に調査結果を覆すか否かを決定し、最高管理責任者

に報告する。 

５ 最高管理責任者は、前項の決定について、通報者及び被通報者等に通知する。 

６ 最高管理責任者は、再調査を実施しないことを決定したときは、再調査をしない旨をそ

の理由と併せて不服申立てをした者及び調査委員会に通知するものとする。 

 

（調査結果の公表） 

第２１条 不正使用が行われたと認定された場合、最高管理責任者は、速やかに不正使用に

関与した者の氏名及び所属、不正使用の内容、協議会が公表までに行った措置の内容、調

査委員会委員の氏名及び所属、調査の方法及び手順等の調査結果を公表する。ただし、合

理的な理由がある場合は、不正使用に関与した者の氏名及び所属などを公表しないことが

できる。 

２ 不正使用が行われなかったと認定された場合は、最高管理責任者は、原則として調査結

果を公表しない。ただし、悪意に基づく通報との認定があったときは、通報者の氏名及び

所属を公表する。 

３ 前項ただし書きの公表内容については、通報者の所属機関に通知するものとする。 

 

（不正使用が行われたと認定された場合の措置） 

第２２条 不正使用が行われたと認定された場合、最高管理責任者は、被通報者等に対し直

ちに当該事案に係る研究費の使用中止を命ずることとし、就業規程に基づく処分等必要な

措置を講ずる。 

２ 各責任者において、管理監督の責任が十分に果たされず、結果として不正使用を招いた

場合には、前項に準じて就業規程に基づく処分等必要な措置を講ずる。 

３ 不正使用の内容が研究費の私的流用である等、悪質性が高い場合は、必要に応じて法的

措置を講ずる。 

 

（不正使用が行われなかったと認定された場合の措置） 

第２３条 最高管理責任者は、不正使用が行われなかったと認定された場合、調査に際して

実施した第１５条第４項及び第１６条の規定による措置を解除する。 



２ 最高管理責任者は、不正使用が行われなかったと認定された者については、通報がされ

たことによる不利益が生じないための措置を講じなければならない。 

３ 最高管理責任者は、通報が悪意に基づくものと認定された場合であって、通報者が協議

会の職員であるときは、就業規程に基づく処分等必要な措置を講ずる。 

 

（守秘義務等） 

第２４条 不正使用への対応に携わる者は、通報の内容その他不正使用の調査に関して知り

得た情報を他者に漏らしてはならない。 

２ 不正使用への対応に携わる者は、調査対象者の名誉を不当に侵害することのないように

配慮しなければならない。 

 

（業者等の取引停止） 

第２５条 協議会は、第１２条第５項の規定に基づく調査の結果（第２０条第２項の規定に

より再調査を実施した場合は、その再調査の結果）により、取引業者等に不正使用があっ

たと認められる場合には、当該取引業者等に対し、取引停止又は警告等の措置を講ずるこ

とができる。 

 

第５章 モニタリング 

 

（モニタリング） 

第２６条 推進委員会は、研究費の適正な管理及び運営のため、モニタリングを実施するも

のとする。 

２ モニタリングは、不正使用を発生させる要因がどこにどのような形であるのかなどを精

査し、不正使用の発生の可能性を最小にすることを目途に実施するものとする。 

３ モニタリングの実施方法等は、別に定める。 

４ モニタリングの結果は、統括管理責任者から最高管理責任者に報告するものとする。 

５ 最高管理責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて不正使用防止計画の見

直し等を行うものとする。 

 

（内部監査体制） 

第２７条 最高管理責任者は、研究費の運営及び管理並びに不正使用の防止等に関する監査

（以下「内部監査」という。）を実施するものとする。 

２ 内部監査部門は、事務局総務課に置く。 

 

（内部監査の実施） 



第２８条 内部監査は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。 

 ⑴ 会計書類の形式的要件等の財務情報に対する監査のほか、研究費の管理体制について

検証を行うこと。 

 ⑵ 推進委員会と連携し、不正使用が発生する要因を分析し、リスクに対して重点的にサ

ンプルを抽出し、抜き打ちなどを含めたリスクアプローチ監査を実施すること。 

 ⑶ 内部監査部門は監事との連携を強化すること。 

 

 

附 則 

 この規程は、平成２７年１２月１日から施行する。 



様式第１号 

 

誓 約 書 

 

公益財団法人広島原爆障害対策協議会 

会  長  殿 

 

私は、下記外部資金研究の遂行において、以下の事項について誓約いたします。 

 

１ 研究費の使用にあたっては、関係法令及び配分機関が定める当該研究費執行要領のほか、

公益財団法人広島原爆障害対策協議会の関係諸規程等の定めに従い、不正使用を行いませ

ん。 

 

２ 規程等に違反して、研究費の不正使用を行った場合は、公益財団法人広島原爆障害対策

協議会及び外部研究資金を配分する機関の定める処分（懲戒処分、研究費の返還等）及び

法的な責任（刑事告発等）を受けることを承知しています。 

 

 

 

記 

 

拠 出 機 関：□文部科学省  □厚生労働省  □その他（名称           ） 

 

 

研 究 費 名：                                    

 

 

研究課題名：平成  年度 

                                    

 

 

研 究 期 間： 平成  年度  ～平成  年度 （    年間）           

 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 所属：                    

 

 氏名：            印   （自署） 

 

 



様式第３号

通報者の氏名

通報者の所属等

通報者への
連絡方法

通報者の連絡先

通報日時

通報の方法

留意事項

通報者への受理
・不受理の通知

○通報事実の検討

担当者 総務課長

受付番号

担 当 者

  電話・メール・書面・面会・他（　　　　　）　 　　　年　　 月　　 日

①被通報者：　　　　　　　　　　　　　　　　　所属：

②通報対象事実は（生じている・生じようとしている・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））
　内容：

③通報対象事実を知った経緯：

④通報対象事実に対する考え：

　　通報対象事実を裏付ける証拠等   十分　・　不足（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(匿名)

　　通報者からの証拠等の追加の提供

　　通報者への証拠等の追加の要請

・職員・嘱託職員・臨時職員・再雇用職員（所属：　　　　　　　　　　　　役職：　　　　　　　　）

・非常勤医師  ・退職者

・取引先（取引関係：　　　　　　　　社名：　　　　　　　　　　　　　　　部署：　　　　　　　）

通 報 受 付 管 理 台 帳

　　年　　 月　　 日
最高管理責任者

への報告日
不要 ・　　　　年　　 月　　 日

　　　　　　　年　　 月　　 日（　　　）　　　時　　　分

　電話・電子メール・ＦＡＸ・書面・面会・他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・　無

⑤特記事項：

通報内容

　証拠書類等（有（書面・記録媒体（　　　　　　　）・　その他（（　　　　　　　　　　　）・無）
　
　調査等の進捗状況・結果の通知（希望する・希望しない）

　電話（自宅・職場・携帯・他（　　　　　　　））・メール（自宅・職場・他（　　　　　　　））

　ＦＡＸ（自宅・他（　　　　　））・郵送（自宅・職場・他（　　　　　））・他（　　　　　　）

　　調査の必要性の有無

調査担当者
への回付日

　　　　　年　　 月　　 日

　　　　　年　　 月　　 日

有　・　無

　 　　　年　　 月　　 日

調査開始
決定日

　　通報者への調査を行う旨の通知日


